
外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

! 
令

和

七

年

三

月

三

十

一

日 

奈

良

県

人

事

委

員

会

委

員

長 

森 
 

宏 

之 
 

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号 

 
 
 

外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 

 

外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

規

則

5

昭

和

六

十

三

年

三

月

奈

良

県

人

事

委

員

会

規

則

第

十

三

号

:

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

! 

 

第

四

条

第

一

項

中

B

通

勤

手

当

G

の

下

に

B

I

在

宅

勤

務

等

手

当

G

を

加

え

I

B

5

当

該

一

般

の

派

遣

職

員

が

派

遣

の

日

の

属

す

る

月

の

初

日

か

ら

派

遣

先

の

機

関

の

所

在

す

る

国

に

所

在

す

る

大

使

館

に

勤

務

す

る

外

務

公

務

員

5

以

下

B

所

在

国

勤

務

の

外

務

公

務

員

G

と

い

う

!

:

で

あ

る

と

し

た

場

合

に

在

外

公

館

の

名

称

及

び

位

置

並

び

に

在

外

公

館

に

勤

務

す

る

外

務

公

務

員

の

給

与

に

関

す

る

法

律

5

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

九

十

三

号

:

の

規

定

に

よ

り

配

偶

者

手

当

が

支

給

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

職

員

に

つ

い

て

は

I

配

偶

者

に

係

る

分

を

除

く

!

:

G

を

削

り

I

B

所

在

国

勤

務

の

外

務

公

務

員

G

を

B

派

遣

先

の

機

関

の

所

在

す

る

国

に

所

在

す

る

大

使

館

に

勤

務

す

る

外

務

公

務

員

G

に

改

め

る

! 

 
 
 

附 

則 

5

施

行

期

日

: 

１ 

こ

の

規

則

は

I

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

! 

5

経

過

措

置

: 

２ 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

は

I

当

該

一

般

の

派

遣

職

員

が

派

遣

の

日

の

属

す

る

月

の

初

日

か

ら

派

遣

先

の

機

関

の

所

在

す

る

国

に

所

在

す

る

大

使

館

に

勤

務

す

る

外

務

公

務

員

で

あ

る

と

し

た

場

合

に

在

外

公

館

の

名

称

及

び

位

置

並

び

に

在

外

公

館

に

勤

務

す

る

外

務

公

務

員

の

給

与

に

関

す

る

法

律

5

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

九

十

三

号

:

の

規

定

に

よ

り

配

偶

者

手

当

が

支

給

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

職

員

の

扶

養

手

当

は

I

配

偶

者

に

係

る

分

を

除

く
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